
～年末年始に向けた皆さまへのお願い～

冬場は救急医療も含め、医療体制に負荷がかかります。
特に年末年始は診療体制が通常とは異なります。

どのような場合に救急車を呼んだ方がよいか、詳しく記載されています。

（都道府県の電話相談窓口や「救急車利用マニュアル」など
厚生労働省ポータルサイト）

あらかじめ「救急車利用マニュアル」を確認しておきましょう。

急な体調不良やけがに備えて

救急車利用マニュアル

チェック！

（「救急車利用マニュアル」総務省消防庁）

必要なときは救急車を呼ぶことをためらわないでください。

救急車の利用を迷ったら

※救急車利用マニュアルには、高齢者のほか、おとな、こども
それぞれの救急車を呼ぶべき症状や救急車の呼び方などが分かりやすく記載されています。

特に、こどもの場合は、症状は年齢などによっ
て様々です。機嫌がよく、辛そうでなければ、
慌てずに様子を見たり、かかりつけ医にご相談
ください。

受診・相談センター（097-506-2755）、

♯8000（こども医療相談）や「こどもの救

急」等関係Webサイトなど

かかりつけ医にご相談ください。

かかりつけ医がいる場合
小学生以下のこどもの場合

受診を迷った場合
夜間や休日の場合

電話相談窓口などをご利用ください。

年末年始（12/29～1/3）の新型コロナ感染症に係る受診体制は

こちらをご覧ください。

【医療機関】

大分県福祉保健部医療政策課


